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遺伝子組換え表示はすべての食品を対象に 
～「遺伝子組換え使用」を原則とした義務表示制度の導入を～ 

  

                  

食品表示を考える市民ネットワーク 

代表 神山美智子 

 

消費者庁は懸案の遺伝子組換え表示制度の見直しへ向け、今年度末までの予定で、4 月から有識者

による「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」をスタートさせました。すでに 4 回の検討会が開

催され、消費者及び事業者などからのヒアリングを行いました。9 月 27 日開催の第 5 回検討会以降

に論点の整理、遺伝子組換え表示の義務対象品目について議論される予定です。 

 現行表示制度は、15 年間の運用過程で、消費者基本法に基づく消費者施策である「消費者の権利」

（安全の確保、選択の機会の確保、必要な情報が提供されるなど）の確立にはほど遠いものであり、

消費者にとってはほとんど役に立たない表示制度であるとして、その欠陥性が指摘されています。

超輸入大国・日本の現状から考えて、制度の見直しにあたっては、どの国よりも消費者目線に立った

表示制度として実現させることが喫緊の課題です。 

 その際は、当面の見直し課題を重視しつつも、環境影響など遺伝子組換え食品のもう一つの側面

である重大な課題も視野に入れ、幅広い視点に立ってアプローチすることも求められます。また、ゲ

ノム編集技術による新規開発も進められており、これら新育種技術による新規食品についても、遺

伝子組換え表示制度として対応することが必要です。 

 そのような観点から私たち「食品表示を考える市民ネットワーク」は、以下のように意見を表明し

ます。 

 

記 

1. すべての食品を義務表示の対象にし、遺伝子組換え原料が使われていることを表示の原則とし

た制度へと改善すべきです。 

 現行制度は、義務表示対象作物を使用しながら、加工後に組換え DNAなどが検出できない食品

（しょうゆや植物油等）を表示の対象外に置いているが、それを見直し、表示対象に含めるこ

と。 

 ゲノム編集技術等の新技術による遺伝子改変作物・食品も、表示対象に含めること。 

 現行の義務表示である「遺伝子組換え」表示が実質的に存在しない中にあっては、義務表示要件

の見直しが必要である。科学的検出の可否を根拠とする現行 8 作物 33 加工食品群の表示要件を

撤廃し、EU（欧州連合）等で導入されているトレーサビリティ制度の導入を担保に、原則すべ

ての食品を対象にする制度へと改善すること。 



 

 すべての食品を義務表示の対象として、不透明な「遺伝子組換え不分別」という表示を廃止し、

不分別の場合は「含まれている」ことを示す表示にすること。 

 また、任意表示となっている「遺伝子組換えでない」の表示は、すべての食品を義務表示の対象

とした上で、廃止すること。 

 油に関しては、まず、個別の原材料名をきちんと明記することが重要である。 

 

2. 意図せざる混入率の引き下げを検討すべきです。 

意図せざる混入率 5%未満は諸外国に比べ緩い基準です。第１回検討会で報告された「分別生産

流通等の実態調査」結果をもふまえ、可能な限り混入率の設定を低くすべきです。 

 

3. 6 月 21 日に発表された今年度の「消費者基本計画工程表改訂版」には、「食品添加物表示につい

ては、現状を把握した上で、必要な検討を行う」と記載されています。そうであるなら、遺伝子

組換え添加物の表示のあり方、その方向性も視野に入れた検討を加えるべきです。 

 

4. 遺伝子組換え食品の環境影響については、今回の食品表示の直接の検討課題に含まれていませ

んが、開発・製造課程での環境影響や、輸入・陸揚げ・輸送時の「こぼれ落ち」などによる自生

の問題も指摘されています。遺伝子組換え表示制度は、有機食品普及など「エシカル消費」の推

進にも関わることであり、これらの点についても検討の背景に位置づけておくことが必要です。 

 

5. 論点の整理及び遺伝子組換え表示の義務対象品目の考え方等を議論する過程において、多くの

人々が議論の内容を理解し意見を出せるような工夫と機会を設けることを要望します。 

食品表示一元化検討会では消費者及び事業者から広く意見を聞く場として、意見交換会等が

行われました。また米国では 2016 年７月に「全米遺伝子組換え食品表示法」が可決され、今年

6 月には米国農務省の農業市場流通局（AMS）は表示ルール検討の一環として、30 の具体的な

質問とその背景を公表し、約 2 か月間にわたり国内のみならず世界に向けてパブリックコメン

トを求めました。 

我が国においても特に消費者の関心が高い遺伝子組換え食品表示については、米国農務省に

ならい、議論の過程において消費者が議論の内容を理解し意見を出せるような工夫と機会を設

けることを要望します。 

以上 

 

【参加団体】食の安全・監視市民委員会／主婦連合会／新日本婦人の会／生活クラブ連合会／グリーンコ
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【連絡先】 食品表示を考える市民ネットワーク事務局 

東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスク.ウェア 1342 

たねと食とひと＠フォーラム内 

電話 03-6869-7206 Fax03-6869-7204 Email info@nongmseed.jp 


